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大津都市計画区域マスタープランの策定

大津都市計画区域マスタープランの改定
（定期見直し）

大津都市計画区域マスタープランの改定
（一部見直し）

前回の改訂から約３年経過前回の改訂から約３年経過

熊本県都市計画区域マスタープラン基本方針を策定平成１５年

平成２５年 熊本県都市計画区域マスタープラン基本方針の改定

平成３１年 熊本県都市計画区域マスタープラン基本方針
（一部改定）

→持続的なコンパクトシティの実現に向けた対策
→広域都市計画区域の運用
→都市計画制度の運用方針

→持続的なコンパクトシティの実現に向けた対策
→広域都市計画区域の運用
→都市計画制度の運用方針

→熊本地震の経験を踏まえた都市防災の視点を追加→熊本地震の経験を踏まえた都市防災の視点を追加
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水俣
芦北

令和7年7月
開催

令和7年9月
開催

（令和8年3月）
（予定）

（令和8年3月）
（予定）

（令和8年2月）
（予定）

（令和8年2月）
（予定）

令和7年10月
開催

令和7年11月
開催

令和８年１月15日
開催

令和8年1月
開催（書面）

令和8年1月
開催

今回

行政関係連絡調整会
＜行政機関との連絡・調整を行う場＞

〔構成〕

大津町 担当部局

県北広域本部担当部局等

区域マス検討委員会
＜専門的知見からの意見をもらう場＞

〔構成〕

各分野の学識経験者・有識者

菊池市の地域住民代表 等

事務局
（県北広域本部・
県都市計画課）
＜企画・立案＞

庁内
関係各課

意見
反映

※検討委員会の委員は、以下の分野を網羅

都市計画、建築・景観、防災、

商業、環境、農業、子ども、

福祉、経済など

 都市計画区域マスタープランの見直しに当たっては、「連絡調整会議」で内容を検討したうえで、「区域マス
検討委員会」において、各専門分野の有識者等から意見をいただき、見直しを行う。（全３回実施）



（A）成長と秩序を両立する都市づくりへの転換

市街地外延部における無秩序な開発を抑制

農地の保全と開発需要とのバランスに留意した
計画的な土地利用

⇒ 将来的な人口増加、開発需要増大を
踏まえた都市づくり

（B）産業・交通の変化を踏まえた都市構造
（拠点・軸）の再編

（C）大規模自然災害に備えた都市防災

近年頻発化・激甚化する大規模自然災害
への対応

近年の関係法制度の改正を踏まえた
都市防災の強化

⇒ 災害に強い都市構造の実現

中九州横断道路、空港アクセス鉄道の整備を
踏まえた都市づくり

「くまもとサイエンスパーク推進ビジョン」など
の実現に向けた都市づくり

⇒ 拠点や軸の形成・連携による地域活性化
及び持続的な成長

現状の分析項目
・人口、世帯数は増加傾向
・⾧期的な増加が見込まれる。
・高齢化さらに深刻化。
・特に南部、北西部において増加の見込み。

人口

・用途地域外でも開発が活発
・近年、集合住宅・ホテルの立地が増加。
・工業団地は完売。
・地価の急激な上昇。

土地
利用

・都市計画道路・公園は全て改良済み。
・上水道はほぼ完備、下水道は74.6％が整備済み。
・ごみ焼却場、火葬場等は全て供用済み。
・歳出は、物件費・投資的経費が増加傾向。

都市
施設

・都市計画道路は全て改良済み。
・肥後大津駅利用者はコロナ禍前より増加。
・肥後大津駅と阿蘇くまもと空港を結ぶ
空港アクセス鉄道が整備予定。
（新たな軸が形成される）

交通

・東側に阿蘇外輪山の山麓が広がり、白川が町を東西に貫流。
平野部には田園が広がる。
・大津町内及び熊本連携中枢都市圏内の地球温暖化対策を
積極的に推進。

環境

・世界的半導体企業の菊陽町への進出により
関連企業が集積。
→くまもとサイエンスパーク推進ビジョンの策定
・肥後大津駅と熊本空港を結ぶ阿蘇くまもと空港アクセス鉄道
が整備予定。
・大津町において、肥後大津駅周辺のまちづくりを基本計画策
定
・平成28年熊本地震、令和2年7月豪雨をはじめとした大規
模自然災害の多発と関係法制度の改正。

社会
情勢の
変化

赤字：見直し箇所
おおむね20年後の
都市の姿を展望

地域ごとの市街地像
参考附図

（令和4年改定）

参考附図
（今回見直し案）

〇ゾーン：将来に向けた秩序ある計画的な土地利用を展開する領域
〇拠点 ：特に都市機能や生活機能、産業、レクリエーション機能等を集積する区域

〇連携軸：広域的な交流の促進及び、地域内の交流を促進する軸

【エコ・コンパクトな都市づくり】

結ぶ

ゆっくりと誘導

市街地・
集落

結ぶ 結ぶ 結ぶ

都市づくりの方針 （特に配慮したポイント①）
（B）産業・交通の変化を踏まえた

都市構造（拠点・軸）の再編

改定の方向性

【見直し1】
新たな工業団地の整備を踏まえた
「工業・流通拠点」の設定

【見直し3】
（仮称）中間駅設置及び
周辺開発検討エリア

【見直し2】
阿蘇くまもと空港アクセス線（仮称）を
「広域連携軸」として反映
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コンパクト・プラス・ネットワーク

今後の人口動向の変化に対応しつつ、住民が豊かで安心して暮らせる
都市環境を維持・向上させるため、都市構造の再編を目指す。



都市づくりの方針 （特に配慮したポイント②）
（A）成長と秩序を両立する

都市づくりへの転換

改定の方向性〇分散型の熊本サイエンスパークの構築・充実を図るとともに、
世界に開かれた「新生シリコンアイランド九州」を牽引していけるよう、
都市計画として３つの取組みを推進「くまもとサイエンスパーク」の形成に向けた対応

●製造業をはじめとする産業集積と、農畜産業を含む地域産業が調和する
土地利用を目指す。

●開発需要の増加に対して、優良農地や基盤整備農地の保全を基本とし、
未整備農地への集約・誘導により無秩序な開発を抑制する。

●産業集積や人口増加に伴い深刻化している交通渋滞への対応を重要課題
として位置付ける。

●道路網の強化や公共交通の利便性向上により円滑な移動環境を確保する
とともに、空港アクセス鉄道の整備を推進し、空港との広域的な交通利
便性の向上を図る。

●これらの取組みを通じて、企業活動の円滑化、観光交流の促進、住民生活
の利便性向上を目指す。

農業と先端産業が調和する秩序ある土地利用の推進①

産業・生活を支える広域交通・都市基盤の強化②

拠点形成と連動した生活環境・都市機能の向上③
●くまもとサイエンスパークは、研究者等の人材が集まる地域も目指しており、
そこで働く人や家族にとって快適で魅力的な生活・住環境の充実が求められる
ため、ＪＲ肥後大津駅周辺のまちづくりと連動し、駅周辺における都市機能の
強化を図る。

●官民連携により商業・交流拠点の整備を促進し、産業拠点形成と良好な生活環
境の充実を一体的に進める。

都市づくりの方針 （特に配慮したポイント③）
改定の方向性

（C）大規模自然災害に備えた都市防災

都市防災に関する都市計画の方針
〇 避難所や防災公園の整備
〇 避難体制の充実
〇 災害リスクの低い地域への居住の誘導 など

【都市防災への対応】

出典：国交省資料

〇 復旧・復興の初動期に的確に対応し、早期に復興まちづくりに着手できるよう、
あらかじめの災害対応と復旧時期を想定した方針等を事前に計画として位置付けておくことで、
誰一人取り残さない復興の実現を目指していく。

復興まちづくりの事前準備の推進⑧

〇 洪水・内水被害を防ぐため、河川改修や下水道整備等を推進、
浸水被害軽減に向けて排水路や雨水貯留施設、排水ポンプ場の整備を進める。

〇 土砂災害を防止するための砂防堰堤等の施設整備を推進するとともに、
保水機能等を有する森林、緑地や農地などを適切に保全する。

防災・減災のための施設整備①

〇 平時から有効な防災情報の発信・啓発と、災害時の適切な避難情報の
伝達を行い、地域における自助・共助の推進を図る。

災害情報の周知、防災意識の向上②

〇 災害レッドゾーンは、段階的な市街化調整区域への編入を検討し、
市街化調整区域にて開発行為を行う場合は、災害リスクの高い区域は含めない。

〇 学校や社会福祉施設等の要配慮者利用施設については、安全性・避難路・
避難場所等を踏まえた位置に誘導を図る。

災害防止のための土地利用の規制・誘導③

〇 建築物の倒壊等の被害から住民の生命、財産を保護するために、
既存建築物の耐震診断、改修を促進する。

〇 密集市街地においては、延焼防止のためのオープンスペースとなる道路や
公園などの都市施設整備を一体的に検討する。

災害に強い市街地の形成④

〇 防災機能を備えた公園の整備や学校の体育館等の耐震化を推進する。
〇 避難者の迅速かつ安全な避難行動を確保するため、指定緊急避難場所等に通じる
道路や、福祉避難所の確保・整備などに取り組む。

避難所、避難路の整備⑤

〇 強靭で信頼性の高い交通ネットワークの構築を図る。
〇 緊急輸送道路は、災害に強い舗装の整備や無電柱化、橋梁の架け替えや耐震補強に
取組むとともに、沿道建築物の耐震化に努める。

災害に強い交通ネットワークの確保⑥

〇 あらゆる関係者が協働して取組む「流域治水」の実効性を高める。

様々な関係者の協働により取り組む「流域治水」の推進⑦
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